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１  平成 30 年度行政監査の結果に基づき講じた措置の状況  

（単位：件）  

テーマ名  監査結果  

（ A）  

措置済  

（ B）  

今回措置を  

講じたもの ※  

（ C）  

未措置  

（ A-B-C）  

子ども相談センターにおける相談

対応体制について  
1 0 1 0 

※「今回措置を講じたもの」とは、令和 4 年 5 月 18 日に知事から通知があったもの  

 

２  行政監査の結果に基づき講じた措置  

知 事 部 局  

機 関 名  監 査 結 果  講 じ た 措 置  

子 ど も

家 庭 課  

１  人 員 体 制 に つ い て  

（ ア ） 児 童 福 祉 司 の 配 置 人 数 に つ

い て 、 平 成 3 0 年 度 に お い て

は 児 童 福 祉 法 施 行 令 に 定 め ら

れ た 基 準 を 満 た し て い る と し

て い る が 、 新 強 化 プ ラ ン で 示

さ れ た 202 2 年 度 （ 平 成 3 4 年

度 ） ま で に 達 成 す べ き 配 置 基

準 （ 児 童 相 談 所 管 轄 区 域 人 口

3 万 人 あ た り 児 童 福 祉 司 1 人

以 上 ） の 早 期 達 成 を 図 ら れ た

い 。  

（ イ ） 児 童 心 理 司 及 び 保 健 師 に つ

い て も 、 昨 今 の 社 会 情 勢 に 鑑

み 、 児 童 や 保 護 者 に 寄 り 添 っ

た 十 分 な 支 援 を 行 う こ と が で

き る よ う 、 新 強 化 プ ラ ン に 示

さ れ た 配 置 人 数 に 関 す る 基 準

の 達 成 に 向 け て 、 増 員 又 は 新

た な 配 置 に 取 り 組 ん で い く 必

要 が あ る 。  

 

 

 

 

 

 

（ ウ ） ワ ー ク ・ ラ イ フ ・ バ ラ ン ス

へ の 配 慮 な ど 働 き 方 改 革 が 求

め ら れ て い る 昨 今 の 社 会 環 境

を 踏 ま え 、 子 ど も 相 談 セ ン タ

ー に お い て も 時 間 外 勤 務 の 縮

減 を 加 速 し て い く 必 要 が あ

る 。 特 に 一 時 保 護 所 を 運 営 す

 

○  就 職 支 援 イ ベ ン ト の 参 加 や 大

学 へ の 訪 問 に よ る 学 生 を 対 象 と

し た 積 極 的 な リ ク ル ー ト を 行

い 、 児 童 福 祉 司 は 、 H30. 4.1 時

点 と 比 べ 3 9 名 増 員 し 、 R4 .4. 1

現 在 で 8 5 名 の 配 置 目 標 の 早 期

達 成 を 図 っ た 。  

 

 

 

 

○ 児 童 心 理 司 は 、 H3 0.4. 1 時 点 と

比 べ 1 1 名 増 員 し 、 R 4.4. 1 現 在

で 3 4 名 を 配 置 し て い る 。 ま

た 、 保 健 師 は 、 H30 . 4.1 時 点 と

比 べ 3 名 増 員 し 、 R4 .4. 1 現 在 で

3 名 を 配 置 し て い る 。 新 強 化 プ

ラ ン で 示 さ れ た 、 児 童 心 理 司 は

令 和 6 年 度 ま で に 各 子 ど も 相 談

セ ン タ ー の 児 童 福 祉 司 2 人 に つ

き 1 名 の 配 置 と い う 配 置 目 標 、

保 健 師 は 5 箇 所 の 子 ど も 相 談 セ

ン タ ー に 各 １ 名 の 配 置 と い う 配

置 目 標 を 達 成 で き る よ う 、 上 記

と 同 様 の 対 応 を 行 い 、 計 画 的 に

増 員 し て い く 。  

○  中 央 子 ど も 相 談 セ ン タ ー の 一

時 保 護 所 を 担 当 す る 保 護 課 に 、

学 習 指 導 や 個 別 対 応 業 務 を 行 う

専 門 職 員 を 4名 増 員 （ H 3 0 . 4 . 1時

点 と 比 較 ） し た 。 ま た 、 保 護 の

実 態 や 現 場 の 要 望 を 踏 ま え 、 児

童 指 導 員 を 8名 増 員 （ H 3 0 . 4 . 1時
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機 関 名  監 査 結 果  講 じ た 措 置  

る 中 央 及 び 飛 驒 子 ど も 相 談 セ

ン タ ー に あ っ て は 、 労 働 基 準

法 第 3 6 条 に 基 づ く 協 定 が 締

結 さ れ て い る が 、 平 成 3 0 年 6

月 か ら ３ ６ 協 定 で 定 め る 時 間

外 労 働 時 間 に 罰 則 付 き の 上 限

（ 月 4 5 時 間 ・ 年 36 0 時 間 ）

を 設 け る 同 法 の 一 部 改 正 が 行

わ れ た こ と に も 留 意 し て 、 時

間 外 勤 務 縮 減 に 向 け て 人 員 体

制 等 を 強 化 し て い く 必 要 が あ

る 。  

（ エ ） 中 央 子 ど も 相 談 セ ン タ ー の

一 時 保 護 所 に つ い て 、 定 員 が

3 0 名 に 拡 張 整 備 さ れ た 新 築

移 転 の メ リ ッ ト を 生 か し 、 他

の 子 ど も 相 談 セ ン タ ー か ら の

措 置 児 童 の 受 入 要 請 に 十 分 に

応 え る こ と が で き る よ う 、 一

時 保 護 所 の 運 営 に 係 る 人 員 体

制 を 速 や か に 強 化 し な け れ ば

な ら な い 。  

（ オ ） 飛 驒 子 ど も 相 談 セ ン タ ー に

つ い て 、 豪 雪 地 域 を 含 む 広 大

な 区 域 を 管 轄 し な が ら 職 員 が

少 人 数 の た め に 代 替 要 員 の 確

保 が 難 し く 組 織 運 営 に ゆ と り

が な い 中 で 不 測 の 事 態 に も 即

応 し な け れ ば な ら な い と い う

状 況 に あ る 。 新 強 化 プ ラ ン に

よ る 児 童 福 祉 司 等 の 増 員 に 加

え 、 一 時 保 護 所 の 円 滑 な 運 営

な ど に 資 す る た め の 職 員 の 増

員 や 地 域 性 を 考 慮 し た 職 員 の

増 員 が 必 要 で あ る 。  

（ カ ） 児 童 福 祉 司 や 児 童 心 理 司 に

つ い て 、 法 定 研 修 の ほ か 、 専

門 性 を 高 め る た め の 任 意 の 専

門 的 研 修 に つ い て も 、 積 極 的

な 受 講 に 向 け て 配 慮 す る と と

も に 、 児 童 虐 待 以 外 の 他 の 福

祉 行 政 分 野 に つ い て も 経 験 を

積 む 機 会 を 与 え 、 将 来 の 子 ど

も 相 談 セ ン タ ー の 業 務 遂 行 に

資 す る よ う 配 慮 し て い く 必 要

が あ る 。  

 

 

 

点 と 比 較 ） し 、 人 員 体 制 を 強 化

し た 。  

○  飛 騨 子 ど も 相 談 セ ン タ ー は 、

一 時 保 護 所 の 円 滑 な 運 営 や 地 域

性 を 考 慮 し 、 児 童 相 談 業 務 に あ

た る 職 員 を 3 名 増 員 （ H3 0.4 .1

時 点 と 比 較 ） し 人 員 体 制 を 強 化

し た 。  

○  計 画 的 な 増 員 を 行 っ た 結 果 、

児 童 虐 待 相 談 対 応 件 数 の 増 加

（ H3 0 : 1,4 05 件 → R2 : 2,26 8 件 ）

や 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 に

関 わ る 対 応 が あ る な か で も 、 子

ど も 相 談 セ ン タ ー 全 体 の 時 間 外

勤 務 時 間 は 縮 減 傾 向 に あ る 。 新

型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 終 息

後 に 増 員 の 効 果 を 検 証 し 、 必 要

に 応 じ て 、 現 場 の 意 見 を 踏 ま え

な が ら 事 務 の 合 理 化 な ど に よ る

時 間 外 勤 務 の 更 な る 縮 減 を 図 り

た い 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○  任 用 し た 児 童 福 祉 司 や 児 童 心

理 司 を 対 象 に 児 童 虐 待 対 応 や 保

護 者 支 援 プ ロ グ ラ ム 等 に 関 す る

研 修 受 講 の た め の 旅 費 や 参 加 費

を 支 援 す る と と も に 、 所 属 内 で

柔 軟 に 業 務 を 割 り 振 る こ と で 、

積 極 的 に 研 修 を 受 講 で き る よ う

環 境 を 整 え た 。  

 ま た 、 人 事 交 流 と し て 子 ど も

家 庭 課 や 障 害 福 祉 課 、 県 事 務 所

福 祉 課 、 警 察 本 部 少 年 課 等 に 2 9

名 を 配 置 し 、 幅 広 い 行 政 経 験 を

積 め る よ う 配 慮 し て い る 。  
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機 関 名  監 査 結 果  講 じ た 措 置  

（ キ ） 職 員 が 心 身 の 疲 弊 に よ る バ

ー ン ア ウ ト シ ン ド ロ ー ム に 陥

る こ と を 防 止 す る と と も に 、

仕 事 と 出 産 、 育 児 な ど が 両 立

で き る よ う に 、 若 い 職 員 が 安

心 し て 働 き や す い 職 場 環 境 と

な る よ う 配 慮 さ れ た い 。  

 

 

２  施 設 ・ 設 備 に つ い て  

（ ア ） 地 域 性 や 相 談 対 応 事 案 の 傾

向 な ど 、 各 子 ど も 相 談 セ ン タ

ー の ニ ー ズ に 応 じ た 公 用 車 の

台 数 及 び 車 種 の 確 保 に 配 慮 さ

れ た い 。  

（ イ ） 今 後 、 職 員 の 増 員 に 伴 い 執

務 ス ペ ー ス の 不 足 が 確 実 に 発

生 す る ほ か 、 増 員 に か か わ ら

ず 手 狭 な 子 ど も 相 談 セ ン タ ー

も あ る こ と か ら 、 現 場 の ニ ー

ズ を 把 握 の う え 、 執 務 環 境 の

改 善 に 向 け て 、 将 来 の 増 員 も

見 込 ん だ 改 修 工 事 の 計 画 的 な

予 算 化 が 必 要 で あ る 。  

（ ウ ） 今 後 の 社 会 情 勢 の 変 化 や 職

員 の 増 員 等 に 伴 い 、 現 庁 舎 の

改 修 に よ る 対 応 が 困 難 と な っ

た 場 合 に は 、 相 談 者 の 利 便 性

や 地 域 性 に 配 慮 し た 一 時 保 護

所 の 適 正 配 置 な ど 施 設 の あ り

方 に つ い て 検 討 す る 必 要 が あ

る 。  

 

３  業 務 の あ り 方 に つ い て  

（ ア ） 夜 間 ・ 休 日 に お け る 児 童 の

安 否 確 認 な ど の 緊 急 対 応 時

に 、 迅 速 に 情 報 を 把 握 ・ 共 有

し 、 的 確 な 判 断 と 対 応 に 生 か

す こ と が で き る よ う 、 ス マ ー

ト フ ォ ン 又 は タ ブ レ ッ ト 端 末

を 業 務 支 援 ツ ー ル と し て 導 入

す る な ど 、 Ｉ Ｃ Ｔ の 活 用 に よ

る 情 報 管 理 の 一 元 化 や 業 務 の

効 率 化 に つ い て 研 究 し て い く

必 要 が あ る 。  

○  各 子 ど も 相 談 セ ン タ ー に お い

て 、 相 談 援 助 業 務 の 経 験 が 豊 富

な 児 童 福 祉 司 を ス ー パ ー バ イ ザ

ー に 指 名 し 、 若 い 職 員 に 対 す る

指 導 や 助 言 、 業 務 の 進 行 管 理 を

行 う な ど に よ り 負 担 感 の 軽 減 を

図 る こ と で 、 働 き や す い 職 場 環

境 と な る よ う 努 め た 。  

 

 

○  職 員 の 増 員 に 合 わ せ 、 令 和 元

年 度 以 降 、 段 階 的 に 公 用 車 を 7

台 増 車 し た 。 ま た 、 現 場 の ニ ー

ズ を 踏 ま え た 車 種 を 確 保 し て い

る 。  

○  現 場 の ニ ー ズ を 把 握 し た う え

で 、 西 濃 子 ど も 相 談 セ ン タ ー で

は 令 和 2 年 度 か ら の 2 か 年 で の

執 務 室 拡 張 等 工 事 を 、 他 の 子 ど

も 相 談 セ ン タ ー で は 随 時 、 相 談

所 所 内 居 室 の 配 置 換 え に よ る 執

務 ス ペ ー ス の 拡 張 等 環 境 の 向 上

に 資 す る 改 修 を 実 施 し た 。  

 

○  今 後 、 社 会 情 勢 の 変 化 等 に よ

り 現 庁 舎 の 改 修 に よ る 対 応 が 困

難 と な っ た 場 合 に は 、 庁 舎 長 寿

命 化 等 の 関 係 計 画 も 加 味 し て 、

施 設 の あ り 方 を 検 討 す る 。  

 

 

 

 

 

○  外 部 端 末 か ら 情 報 の 登 録 や 閲

覧 が で き る よ う 子 ど も 相 談 セ ン

タ ー 業 務 支 援 シ ス テ ム を 改 修 す

る と と も に 、 職 員 が 訪 問 先 で も

児 童 の 情 報 等 を 扱 え る よ う タ ブ

レ ッ ト 端 末 を 令 和 2 年 1 2 月 か ら

運 用 し て お り 、 迅 速 な 児 童 虐 待

対 応 及 び 業 務 の 効 率 化 を 図 っ

た 。  
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機 関 名  監 査 結 果  講 じ た 措 置  

 例 え ば 、 職 員 が 公 用 の ス マ

ー ト フ ォ ン 等 を 介 し て 児 童 相

談 支 援 シ ス テ ム の 記 録 を 確 認

す る こ と に よ り 、 勤 務 時 間 外

に 一 旦 事 務 所 に 登 庁 し て 確 認

す る 手 間 を 省 く こ と が で き 、

対 応 の 迅 速 化 が 期 待 で き る 。  

（ イ ） 被 虐 待 児 童 に 関 す る 情 報 の

流 出 は 、 当 該 児 童 を 著 し く 危

険 に さ ら す お そ れ が あ る た

め 、 ハ ー ド ・ ソ フ ト 両 面 か ら

個 人 情 報 の セ キ ュ リ テ ィ 対 策

に 万 全 を 期 す 必 要 が あ る 。  

 

 

 

 

 

 

 

○  県 の セ キ ュ リ テ ィ 基 準 に 基 づ

き 、 被 虐 待 児 童 に 関 す る 情 報 を

適 正 に 管 理 し て い る 。  

 


